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1．第３回定例理事会の報告 
[2019 年 8 月 25 日(日)9:00～12:20 開催] 
【役員の出席：17 名（理事長、副理事長 2名、理事 12 名、監事 2名、欠席 2名】  
 この理事会での主な報告・協議・決議事項は、以下のとおりです。 

 （1）月次管理業務報告（JS 主任）/月次会計報告（会計担当理事） 
     【報告対象期間：2019 年 7 月１日～7月 31 日】 
        
   ＜月次管理業務報告：JS が受託する契約内容に関する事項＞ 

① 窓口来客数 213 名 
② 組合員の入居 1件 転居 0件 （総戸数 238 戸） 
③ 長期不在戸数 26 戸（空室 7戸を含む） 
④ 駐車場総数 238 ヵ所  
通常契約 222 ヵ所 2 台目 6ヵ所 来客駐車場 7ヵ所 利用者件数（121 件） 

⑤ 修繕・点検の実施  
給水点検 7/3 7/18 計 2 回 ・・・良好 
採水   7/3 ・・・基準適合 
受水槽点検 定水位弁 動作確認（流水電磁弁動作良好）警報試験良好 

⑥ 工事関連  7/9～7/12 樹木剪定作業  
7/29 集会所テラス面ガラス遮熱シート設置 
7/30 管理事務所エアコンフィルター清掃  

⑦ 来客用駐車場（7台） 利用者数 121 台 
⑧ 「住宅等の模様替え及び修繕等に関する協定」に基づく模様替え申請 3 件 
⑨ 「共同生活の秩序維持に関する協定」に反する違法行為・ｸﾚｰﾑ発生状況 0件  
⑩  団地内巡回 24 回 
⑪ 特記事項 
・東松山警察署放置自転車・バイクの調査 
・東松山市役所総務省全国家計構造調査（１号棟・２号棟のみ） 

 
   ＜月次会計報告＞ 

①組合費 
（収入） ＮＴＴ電柱敷地料３年分 円入金（年 円） 
（支出） 植栽費（芝生雑草刈込） 円 水質検査費（4-6 月） 円 

消防設備点検費（機器） 円 集会所清掃（含ﾃﾗｽ） 円  
各種委員会 長修（情報誌アメニティ年間購読料） 円  
ＩＴ（ｵﾌｨｽ 365 使用料 引継会議） 円  
規約（引継会議） 円 雑費（香典代） 円 

   ②修繕積立金 
（収入）予算どおり 
（支出）予算どおり 

③棟別修繕積立金 
（収入） 予算どおり 
（支出） 変動なし 

④管理費未収金督促管理状況 1 名 
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（２）各業務(総務・営繕環境・長修・規約・IT・三者)の進捗状況報告 
   【報告対象期間：2019 年 7 月 21 日～8月 25 日】 

  ①総務                              
・広報第 3号を発行しました。 
・2019 年度第 3回定例理事会議事録を作成しました。 

  ②営繕・環境  
8 月 25 日（日）15：30～17：00 管理棟和室にて開催しました。 

   ・共用部鉄部塗装、駐車場舗装、外灯のＬＥＤ化の調査検討 
③長期修繕計画専門委員会 
8 月 10 日（土）9：00～12：00 管理棟洋室にて開催しました。 

   ④規約整備委員会 
8 月 4 日（日）17:00～19:00 管理棟洋室にて開催しました。 

  ⑤IT 委員会 
8 月 25 日（日）17:00～19:00 管理棟洋室にて開催しました。 

⑥三者懇談会 
  報告期間内に開催はありませんでした。 
  

２.委員会等の活動報告 
 

（１）長期修繕計画専門委員会 
  [8 月 10 日（土）9：00～12：00 開催] 
①  公募委員 -  さん の承認 
②  給水管・給湯管改修工事 2社コンペと住民説明会に向けての準備 
③  給水管・給湯管改修工事(専有部)の費用負担の問題についての検討 

（２）規約整備委員会 
[8 月 4 日（日）17:00～19:00 開催]  

  ① 「専用庭の使用に関する協定」の検討を行いました。 

（３）IT 委員会 
   [8 月 25 日（日）17:00～19:00 開催]  
①  公募委員 -  さん の承認 
②  サーバー運用状況（7月分） 

HP アクセス数  1,351 アクセス 
サーバー不正アクセス なし 

③  階段掲示物・広報等の掲載作業（7月 5 件） 
 夏祭り（子供会、自治会） 
「ラジオ体操」のお知らせ 
樹木撤去のお知らせ 
樹木選定作業のお知らせ 
ガス本支供給管新設工事のお知らせ 

④  他作業   
      改正規約（3件）のＨＰ掲載 
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３. 排水管清掃に関するお知らせ 
 

毎年９月に行っておりました全戸一斉の排水管（専用管・共用管）の清掃ですが、
相見積りを取り検討した結果、今年度は JS（日本総合住生活㈱）に業者を変更して、 
下記要領にて１１月に実施致します。 
 
１．作 業 日 共用部：10 月 30 日（水）・31 日（木） 

専有部：11 月 1 日（金）・11 月 5 日(火) ～ 8 日（金） 
予備日：11 月 10 日（日） 
 

２．作業内容 清掃作業は室内の排水口（台所・浴室・洗面・洗濯排水口）から共用立 
       管までを高圧洗浄または特殊ワイヤーにて洗浄いたします。 
              ＊トイレの配管清掃はありません。（毎年必要ではない為） 
 
３．作業時間 午前の作業時間 9：30～12：30 

午後の作業時間 13：30～17：00 
但し、作業の進行具合によって時間の変更がありますので予めご了承願 
います。詳細については、施工業者から各戸へチラシが配布されます。 

 
４．ご注意事項 
  ＊日程当日は必ずご在宅下さいますようお願い致します。 

＊各清掃箇所（台所・風呂・洗面所・洗濯場）の付近（収納庫内含む）は、予め片 
付けておいてください。業者さんが通れるよう、廊下の片づけ等もお願いします。 
＊作業は下階より順番に行います。又、未実施がありますと立管が洗浄出来ず、 
溢水事故や詰まりの原因となり、他の住戸のご迷惑になりますので、くれぐれも 
ご協力お願い致します。 

   ＊風呂の残り湯は抜かずにそのまま溜めておいて下さい。 
 
５．施 工 会 社 JS 日本総合住生活株式会社 西埼玉支店 

工事連絡先 ヒットカンパニー株式会社 
   Tel  048-299-8149  （受付時間 9：00～17：00） 

        ※時間帯により混雑する場合がございますのでご了承願います。 
 

夜間緊急時のお問い合わせ先 
    ・排水管清掃後に発生した排水管の漏水等については、下記までご連絡ください。 
          ＪＳ日本総合住生活株式会社 緊急事故受付センター 
          ᒠᒡᒢᒣ ０５７０－００２―００４ または ０４８－８３９－０９０１ 
            ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。 
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６.施工日予定 
   共用部：令和 1年 10 月 30 日(水)～令和 1年 10 月 31 日(木) 

 専有部：令和 1年 11 月 1 日(金)～令和 1年 11 月 8 日(金) 
予備日：令和 1年 11 月 10 日(日) 
 

共 用 管 

月 日 9：00～12：00 13：00～16：00 
１０月３０日（水） １・２・５・７・８号棟 
１０月３１日（木） ３・４・６・９・10 号棟 

 
専 用 管 

月 日 9：00～12：00 13：00～17：00 

１１月 １日（金） ３号棟 ２号棟 
１１月 ５日（火） ４号棟 １号棟 
１１月 ６日（水） ６号棟 ５号棟 

１１月 ７日（木） ９号棟 ７号棟 
１１月 ８日（金） ８号棟 10 号棟 
 
 

４.ごみの分別、持ち出しについて（ルール徹底のお願い） 
 

分別したごみは、無色透明袋（可燃物のみ白色系半透明袋も使用可能）に入れて、 
しっかり口を結んで出してください。また、台所ごみなどは、
水気をよく切ってから出してください。水切りが不十分です
と、汚水が漏れて集積所が不衛生になったり、焼却炉で燃えに
くくなる原因になります。 
収集日の前日や収集が終わった後に出されて放置されますと、 
 犬や猫、カラスなどに食い散らかされたり、雨や風で散乱し 
て、クリーンステーションやその周辺が不衛生になります。 
付近の方に大きな迷惑がかかりますので、収集日の朝 8時 30 分
までに持ち出してください。 

 

５.駐輪場の適切な利用について 

  各棟の駐輪場が指定されております。 

指定されている駐輪場を利用するようにして下さい。 
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６．給水・給湯管専有部全体改修工事への理解と住民説明会のお知らせ 
 12 月 1 日（日）東松山市民文化センター大会議室にて、住民説明会を予定しております。 
参加業者、時間など詳細は追ってお知らせします。ご予定の調整をお願い致します。 
 
広報 2018 年 12 号でも掲載しましたが、2019 年理事会では長期修繕計画案通り 2021 年度
に上記工事を実施できるよう業者を決定し、この工事も含めて今後 30 年の長期修繕計画が
着実に行えるよう、棟別・共用部両方の修繕積立金の値上げを検討していく予定です。 
 
第２９回通常総会で「棟の共用部分と一体的に行う必要性を有する場合の専有部の配管は
棟別修繕積立金を使用しての工事が可能となる」趣旨の議案も承認可決されました。今後、
決定した業者に棟別（タイプ別）の標準金額を明確にしてもらい、標準部分は棟別修繕積立
金を利用していく方向で進めていきます。 
 
住民説明会の前に、多くの組合員様にこの工事の必要性を理解して頂き、一人でも多くの
方に説明会に参加して頂けるよう、9、10、11 月号の 3回にわたり、費用等も含め長期修繕
委員会の検討事項を掲載したいと思います。 
 

★★ 連載企画 第１回 ★★ 

＜マンションの健康寿命は給排水設備の再生で決まる‼＞ 

別紙の資料（巻末添付）を見ていただくとイメージしやすいと思いますが、築 30 年を経
過した当団地は、ここ 1～2 年で給湯管からの漏水が年数件のペースで報告されています。
人間に例えるならば、血管（給水・給湯管）が動脈硬化を起こし、あちこちに症状が出始め
ているといったところなのです。 
 目に見える壁紙や家電と違い、壁や床に隠れている給水・給湯管は、漏水などの不具合が
ないとなかなか関心を持てない方も多いかと思います。しかし、ご自分や老いた親御様の体
と比較してもらうと少し想像しやすくなると思います。倒れてからでは遅いのです。 
病気や検査数値が悪い人の保険契約が難しいように、マンション保険の査定も築年数に応
じて厳しくなり、事故の頻度により今後は保険料の値上がりも避けられなくなっていきます。 
共同住宅は戸建てと違い、同じ棟の各戸所有者が躯体を共同所有しています。「専有部だ
から」と工事に参加しないというお宅が一軒でもあり、老朽化した管から漏水が発生した場
合、棟全体に損害を与えてしまうことになります。 
管理状態が悪い棟があれば、最終的には全１０棟で構成される当団地全体の建物の質を落
としてしまうことにもなりかねません。たとえ専有部であっても、団地全体の利益と切り離
せないという事を、皆様にご理解いただきたいと思います。（第 5号につづく） 
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７.台風２４号被害住民説明会（第５回）開催について 
 
   場所：東松山市福祉センター（ソラーナ） 

日時：10 月 13 日（日）午後、または、10 月 27 日（日）午後のいずれかになり 
      ます。 
 
詳細は決定し次第、各戸配布でお知らせいたします。 
 

   2 号棟以外の全棟が工事対象となります。 
工事内容や、工事スケジュールについての説明がありますので、できるだけ 
ご予定を調整してご参加いただけますようお願いいたします。 
 

     

８.ご存知ですか？ ＝団地生活豆知識＝  
 

േൊോൌ 毎月引き落とされている組合費の内訳は？ േൊോൌ 

いつも管理組合活動へのご協力ありがとうございます。 
ところで皆さん、月々の口座から引落されている組合費の内訳をご存じですか？ 
下記に一例を提示してみますので、「組合費等」の視点から、組合活動へのご理解を深

めて頂けると幸いです。 

(例) 72 ㎡の住戸(専用庭無し)月額引落し/ 円の内訳 

項  目 金  額 使い道 
①組 合 費  円 ＪＳ事務費・清掃費・植栽管理費・営繕費等の年度予算
②修 繕 費 円 共用部分の修繕・消耗品等 
③駐 車 場 代 円 駐車場の白線・舗装修理等 
④棟別修繕費 円 （1㎡＝ 円) 72 ㎡× 円≒ 円 

合  計 円  
 
＊①②③は、全戸共通 
④は住戸面積によって各戸で異なります。（合計端数は 50 円単位で切り上げ） 
・専用庭のある住戸のみ、専用庭の面積によって使用料は変わります。 
 

 
＊次回、一般的な長期修繕積立金・駐車場使用料の情報等 

  お伝えする予定です。 




